
桐生地域医療組合人事行政の運営等の状況をお知らせします。

　職員の給与、職員数及び勤務条件などの人事行政の運営等の状況についてお知らせします。

1.職員の任免及び職員数に関する状況

48計

（1）採用状況（平成27年度）

（2）退職状況（平成27年度）

区分 採用者数（人）

技能労務職

採用者数（人）

2

20

7

17

2

0

区分

一般行政職

医師職

薬剤師・医療技術職

看護職

福祉職

看護職 19

福祉職 0

技能労務職 1

一般行政職 5　(1)

医師職 23

薬剤師・医療技術職 6

計

計 54　(1)

※（　）は桐生市・みどり市からの派遣等の人数

（3）部門別職員数の状況

一般行政職

職員数（人）

部門

区分

73

116

403

4

医師職

薬剤師・医療技術職

看護職

福祉職

技能労務職

1

1

0

▲ 1

4

対前年比較増減数

平成28年

3

0

15

649

38

73

117

404

4

14

653

平成27年 平成28年

41



(1)給与決算（平成27年度）

人数（平成28年3月末）

2.職員の給与の状況

364,516円 38.6歳

一人当たりの給与費

千円

6,172

区分 給料月額

635

給料額

2,398,558

手当額

1,520,750

合計

3,919,308

人 千円 千円 千円

（2）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（H28.4.1 現在）

342,407円 50.0歳

給与月額 平均年齢

技能労務職 311,286円

一般行政職 305,064円

医師職 482,649円

薬剤師・医療技術職 291,522円

福祉職 224,675円 253,152円 29.0歳

346,334円 42.3歳

1,025,618円 42.5歳

375,659円

看護職 292,437円

38.1歳

1.00月分

1.00月分

2.00月分

(

(

(

)

)

)

( )

)

)

(

(

1.23月分

1.38月分

給料表区分

事務職・福祉職
高校卒

薬剤師・医療技術職

※給与月額とは、給料月額に扶養手当などの職員手当を加えたものです。

大学卒

医師職 医大卒 医療職(1)

大学6卒

大学卒

短大3卒

（3）職員の初任給の状況

医療職(3)

医療職(2)

行政職

※（　）は特定幹部職員の支給割合です。

1.03月分

1.18月分

2.20月分

初任給

1-29

1-13

1-32

2-23

2-9

1-21

2-17

2-13

給与月額

183,300円

154,300円

346,000円

217,600円

195,500円

179,200円

0.80月分

0.80月分

1.60月分

勤勉手当区分

6月期

12月期

合計

短大2卒

看護職

2-9 203,500円

214,700円

209,100円短大3卒

大学卒

（4）期末・勤勉手当の状況（H28.4.1 現在）

合計

2.03月分

2.18月分

4.20月分2.60月分

期末手当



38時間45分 7時間45分 8時45分 17時30分 12時から13時まで

休憩時間
1週間の正規の 1日の正規の 勤務の 勤務の

勤務時間 勤務時間 開始時間 終業時間

3.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

救急患者取扱手当

研究手当

臨床研修指導手当

夜間看護手当

代表例

特殊勤務手当

勤務時間

※交通機関利用者は運賃相当額を支給

支給割合 81%

平均支給額 75,287円

住居手当

扶養手当

片道5km以上10km未満

片道10km以上15km未満

片道15km以上20km未満

片道25km以上30km未満

（5）主な手当の支給状況

4,200円

7,100円

10,000円

12,900円

18,700円

月額 27,000円を限度に支給

※被扶養者のうち16～22歳の子は5,000円追加

片道5km未満 2,000円

配偶者

その他

13,000円

6,500円

※職員本人が契約者である借家の場合

片道55km以上60km未満

片道60km以上

片道25km以上31km未満 15,800円

24,400円

26,200円

28,000円

29,800円

31,600円

21,600円片道35km以上40km未満

片道40km以上45km未満

片道45km以上50km未満

片道50km以上55km未満

片道30km以上35km未満通勤手当



職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策

公務災害の原因及び再発防止対策

職員のメンタルヘルスに関する業務

(2)公務災害認定状況

   　職員が公務中に負傷した場合や公務が原因で病気になった場合は、一般的に公務災害として取り扱わ

 　れ地方公務員災害補償法が適用されます。

　 ※平成27年度の公務災害認定は8件でした。

活動内容

653人

 　※平成27年度の懲戒処分の該当者はありませんでした。

5.職員の福祉及び利益の保護の状況

(3)職員共済会

 　　職員の福利厚生を図ることを目的として、桐生地域医療組合職員共済会を設置しています。

　協議、検討しています。

共済会員数

(1)安全衛生に関する事項

　 　衛生委員会を設置し産業医、衛生管理者を選任しています。衛生委員会では職員の安全衛生について

4.職員の分限及び懲戒処分の状況

(1)服務規律の概要

   　服務の根本基準は「地方自治の本旨を体するとともに公務を民主かつ能率的に運営すべき責務を深く

   自覚し、関係市民全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行する」というものです。

(2)分限・懲戒制度の概要

　 　分限処分とは、職員が職責を果たすことができないことによる処分です。

　 懲戒処分とは、服務違反や不正行為による処分です。

　 ※平成27年度の分限処分者（私傷病による休職）は3名でした。

　 助成等の状況（平成27年度実績）

共済会に対する助成額
千円

1,497

7,488
会員による掛金額

千円

職員の健康障害及び危険を防止するための基本となるべき対策



 　※平成27年度は申し立てがありませんでした。

　 できます。

6.公平委員会の業務の状況

(1)勤務状況に関する措置要求の状況

   　職員は給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して適当な措置がとられるべきこと

　 を要求することができます。

 　※平成27年度は要求がありませんでした。

(2)不利益処分に関する不服申立の状況

 　　職員は懲戒その他意に反して不利益な処分に関して、公平委員会に不服申し立てをすることが


